
 

 卸 売 市 場 法 に 基 づ く 立 入 検 査 を 行 う 職 員 の 身 分 を 示 す 証 明 書 の 様 式 を 定 め る 規 則 を こ こ

に 公 布 す る 。 

  令 和 二 年 六 月 十 九 日 

                       千 葉 県 知 事  鈴 木  栄 治   

千 葉 県 規 則 第 四 十 五 号 

   卸 売 市 場 法 に 基 づ く 立 入 検 査 を 行 う 職 員 の 身 分 を 示 す 証 明 書 の 様 式 を 定 め る 規 則 

 千 葉 県 卸 売 市 場 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 四 十 六 年 千 葉 県 規 則 第 百 四 号 ） の 全 部 を 改 正 す る 。 

 卸 売 市 場 法 （ 昭 和 四 十 六 年 法 律 第 三 十 五 号 ） 第 十 四 条 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 同 法

第 十 二 条 第 三 項 の 身 分 を 示 す 証 明 書 の 様 式 は 、 別 記 様 式 の と お り と す る 。 

   附 則 

 こ の 規 則 は 、 令 和 二 年 六 月 二 十 一 日 か ら 施 行 す る 。 

     

     

     

別記様式 
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６センチメートル 
 
  

第  号  

卸売市場検査員証 

職           

氏  名         

生年月日         

 上記の者は、卸売市場法第１４条に

おいて読み替えて準用する同法第１２

条第２項の規定による立入検査に従事

する職員であることを証明する。 

 

 

卸売市場法抜粋 

 （報告及び検査） 
第１２条 略 
２ 農林水産大臣は、この法律の施行に必

要な限度において、中央卸売市場の開設
者に対し、その業務若しくは財産に関し
報告若しくは資料の提出を求め、又は当
該職員に、中央卸売市場の開設者の事務
所その他の業務を行う場所に立ち入り、
その業務若しくは財産の状況若しくは帳
簿、書類その他の物件を検査させること
ができる。 

３・４ 略 
 （地方卸売市場の認定） 
第１３条 卸売市場であって、第５項各号

に掲げる要件に適合しているものは、（中
略）都道府県知事（中略）の認定を受け
て、地方卸売市場と称することができる。 

２～７ 略 
 （準用） 
第１４条 （前略）第１２条の規定は、前条

第１項の認定について準用する。この場
合において、これらの規定（第６条第１
項を除く。）中「農林水産大臣」とあるの
は「都道府県知事」と、（中略）読み替え
るものとする。 
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  年 月 日交付 
 
 
 千葉県知事   □印  
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